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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】同期が一致するＰＩＰ動画を容易に生成するた
めの動画生成方法を提供する。
【解決手段】ＰＩＰ動画を生成するための基準となる基
準時点を決定する段階と、第１イメージ、第２イメージ
及びオーディオを獲得するためのそれぞれの作業時点を
決定する段階と、それぞれの作業時点で第１イメージ、
第２イメージ及びオーディオを獲得する段階と、基準時
点とそれぞれの作業時点とを比較した結果によって、第
１イメージ、第２イメージ及びオーディオを合成し、Ｐ
ＩＰ動画を生成する段階とを含む。したがって、ＰＩＰ
動画を生成するのに消費される時間と費用を顕著に低減
することができ、ＰＩＰ動画を迅速に獲得することがで
きる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画生成装置で行われる動画生成方法において、
　前記装置で実行されるプログラムにより生成された第１イメージ（ｉｍａｇｅ）、カメ
ラにより生成された第２イメージ及びオーディオを基礎とするＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ－
Ｉｎ－Ｐｉｃｔｕｒｅ）動画を生成するための基準となる基準時点を決定する段階と、
　前記第１イメージを獲得する時点である第１作業時点、前記第２イメージを獲得する時
点である第２作業時点及び前記オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定する
段階と、
　それぞれの前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを
獲得する段階と、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によって、前記第１イメージ
、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する段階と、を含む
動画生成方法。
【請求項２】
　前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲得する段階は、
　前記プログラムプラットフォーム（ｐｌａｔｆｏｒｍ）のバッファー（ｂｕｆｆｅｒ）
に位置するイメージを更新する更新関数の開始地点を検出する段階と、
　前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージをフッキング（ｈｏ
ｏｋｉｎｇ）するためのフッキングコードを更新関数の開始地点に注入する段階と、
　前記フッキングコードによりフッキングされたイメージを前記第１イメージとして獲得
する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の動画生成方法。
【請求項３】
　前記ＰＩＰ動画を生成する段階は、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点との差を算出する段階と、
　算出した差が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔以下である場合、前記第１イ
メージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、前記ＰＩＰ動画を構成する１つ
のフレームを生成する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の動画生成方法。
【請求項４】
　動画生成装置で行われる動画生成方法において、
　端末で実行されるプログラムにより生成された第１イメージ、カメラにより生成された
第２イメージ及びオーディオを基礎とするＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時
点を決定する段階と、
　前記第１イメージを獲得する時点である第１作業時点、前記第２イメージを獲得する時
点である第２作業時点及び前記オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定する
段階と、
　それぞれの前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを
獲得する段階と、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によって、前記第１イメージ
、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する段階と、を含み
、
　前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲得する段
階は、　前記端末に前記第１イメージの伝送を要請する段階と、
　伝送要請に従って前記端末から前記第１イメージを獲得する段階と、を含む動画生成方
法。
【請求項５】
　前記ＰＩＰ動画を生成する段階は、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点との差を算出する段階と、
　算出した差が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔以下である場合、前記第１イ
メージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、前記ＰＩＰ動画を構成する１つ
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のフレームを生成する段階と、を含むことを特徴とする請求項４に記載の動画生成方法。
【請求項６】
　動画生成装置で実行されるプログラムにより生成された第１イメージ、カメラにより生
成された第２イメージ及びオーディオを基礎とするＰＩＰ動画を生成するための基準とな
る基準時点を決定する決定部と、
　前記第１イメージを獲得する時点である第１作業時点を決定し、前記第１作業時点で前
記第１イメージを獲得する第１獲得部と、
　前記第２イメージを獲得する時点である第２作業時点を決定し、前記第２作業時点で前
記第２イメージを獲得する第２獲得部と、
　前記オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定し、前記第３作業時点で前記
オーディオを獲得する第３獲得部と、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によって、前記第１イメージ
、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する生成部と、を含
む動画生成装置。
【請求項７】
　前記第１獲得部は、
　前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージを更新する更新関数
の開始地点を検出し、前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージ
をフッキングするためのフッキングコードを更新関数の開始地点に注入し、フッキングコ
ードによりフッキングされたイメージを第１イメージとして獲得することを特徴とする請
求項６に記載の動画生成装置。
【請求項８】
　前記生成部は、
　前記基準時点とそれぞれの前記作業時点との差を算出し、算出した差が前記ＰＩＰ動画
を構成するフレーム間の間隔以下である場合、前記第１イメージ、前記第２イメージ及び
前記オーディオを合成し、前記ＰＩＰ動画を構成する１つのフレームを生成することを特
徴とする請求項６に記載の動画生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画生成技術に関し、より詳細には、ＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ－Ｉｎ－Ｐｉ
ｃｔｕｒｅ）動画を生成するための動画生成方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ－Ｉｎ－Ｐｉｃｔｕｒｅ）動画は、主動画内に他の動画が含ま
れている動画を言う。ＰＩＰ動画を生成するために、２つの動画を１つのＰＩＰ動画とし
て生成するための別途の動画編集過程を行わなければならない。
【０００３】
　このような動画編集過程は、２つの動画をそれぞれ編集し、１つのＰＩＰ動画として生
成する作業であるから、生成されたＰＩＰ動画の同期が一致しない問題が発生し、同期が
一致するＰＩＰ動画を生成するために相当な時間を投資しなければならない問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したような問題点を解決するために、本発明の目的は、同期が一致するＰＩＰ動画
を容易に生成するための動画生成方法を提供することにある。
【０００５】
　前述したような問題点を解決するために、本発明の他の目的は、同期が一致するＰＩＰ
動画を容易に生成するための動画生成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施例は、動画生成装置で実行されるプログラ
ムにより生成された第１イメージ、カメラにより生成された第２イメージ及びオーディオ
を基礎とするＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点を決定する段階と、前記第
１イメージを獲得する時点である第１作業時点、前記第２イメージを獲得する時点である
第２作業時点及び前記オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定する段階と、
それぞれの前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲
得する段階と、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によって、前記
第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する段
階とを含む。
【０００７】
　ここで、前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲得する段階は、
前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージを更新する更新関数の
開始地点を検出する段階と、前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイ
メージをフッキングするためのフッキングコードを更新関数の開始地点に注入する段階と
、前記フッキングコードによりフッキングされたイメージを前記第１イメージとして獲得
する段階とを含むことができる。
【０００８】
　ここで、前記ＰＩＰ動画を生成する段階は、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点と
の差を算出する段階と、算出した差が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔以下で
ある場合、前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、前記ＰＩ
Ｐ動画を構成する１つのフレームを生成する段階とを含むことができる。
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の他の実施例は、端末で実行されるプログラムによ
り生成された第１イメージ、カメラにより生成された第２イメージ及びオーディオを基礎
とするＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点を決定する段階と、前記第１イメ
ージを獲得する時点である第１作業時点、前記第２イメージを獲得する時点である第２作
業時点及び前記オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定する段階と、それぞ
れの前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲得する
段階と、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によって、前記第１イ
メージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する段階とを
含み、前記作業時点で前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを獲得す
る段階は、前記端末に前記第１イメージの伝送を要請する段階と、伝送要請に従って前記
端末から前記第１イメージを獲得する段階とを含む。
【００１０】
　ここで、前記ＰＩＰ動画を生成する段階は、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点と
の差を算出する段階と、算出した差が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔以下で
ある場合、前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、前記ＰＩ
Ｐ動画を構成する１つのフレームを生成する段階とを含むことができる。
【００１１】
　上記他の目的を達成するための本発明の一実施例は、動画生成装置で実行されるプログ
ラムにより生成された第１イメージ、カメラにより生成された第２イメージ及びオーディ
オを基礎とするＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点を決定する決定部と、前
記第１イメージを獲得する時点である第１作業時点を決定し、前記第１作業時点で前記第
１イメージを獲得する第１獲得部と、前記第２イメージを獲得する時点である第２作業時
点を決定し、前記第２作業時点で前記第２イメージを獲得する第２獲得部と、前記オーデ
ィオを獲得する時点である第３作業時点を決定し、前記第３作業時点で前記オーディオを
獲得する第３獲得部と、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点とを比較した結果によっ
て、前記第１イメージ、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生
成する生成部とを含む。
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【００１２】
　ここで、前記第１獲得部は、前記プログラムプラットフォームのバッファーに位置する
イメージを更新する更新関数の開始地点を検出し、前記プログラムプラットフォームのバ
ッファーに位置するイメージをフッキングするためのフッキングコードを更新関数の開始
地点に注入し、フッキングコードによりフッキングされたイメージを第１イメージとして
獲得することができる。
【００１３】
　ここで、前記生成部は、前記基準時点とそれぞれの前記作業時点との差を算出し、算出
した差が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔以下である場合、前記第１イメージ
、前記第２イメージ及び前記オーディオを合成し、前記ＰＩＰ動画を構成する１つのフレ
ームを生成することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、同期を合わせることのような別途の編集過程がなくても、１回の録画
作業で、端末で実行されるプログラム（例えば、ゲームプログラム）により生成されたイ
メージ、カメラにより生成されたイメージ及びオーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成す
ることができるので、イメージとオーディオ間の同期が一致するＰＩＰ動画を生成するの
に消費される時間と費用を顕著に低減することができる。
【００１５】
　また、イメージを獲得する過程で、端末の画面にディスプレイされるイメージを獲得す
るものではなく、グラフィックバッファーに位置するイメージを獲得するので、イメージ
を迅速に獲得することができ、その結果、ＰＩＰ動画を迅速に獲得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一実施例による動画生成方法を示す流れ図である。
【図２】図２は、図１のデータ獲得段階を示す流れ図である。
【図３】図３は、本発明の他の実施例による動画生成方法を示す流れ図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例による動画生成装置を示すブロック図である。
【図５】図５は、イメージをフッキングする方法を示す概念図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例によって生成されたＰＩＰ動画の例を示す概念図であ
る。
【図７】図７は、本発明の一実施例によって生成されたＰＩＰ動画の他の例を示す概念図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、多様な変更を行うことができ、さまざまな実施例を有することができるとこ
ろ、特定の実施例を図面に例示し、詳細に説明する。
【００１８】
　しかし、これは、本発明を特定の実施形態に限定しようとするものではなく、本発明の
思想及び技術範囲に含まれるすべての変更、均等物ないし代替物を含むものと理解しなけ
ればならない。
【００１９】
　第１、第２などの用語は、多様な構成要素を説明するのに使用されることができるが、
前記構成要素は、前記用語に限定されるわけではない。前記用語は、１つの構成要素を他
の構成要素から区別する目的で使用される。例えば、本発明の権利範囲を逸脱することな
く、第１構成要素は、第２構成要素として命名されることができ、同様に、第２構成要素
も第１構成要素として命名されることができる。及び／またはという用語は、複数の関連
された記載された項目の組み合わせまたは複数の関連された記載された項目のうちいずれ
かの項目を含む。
【００２０】
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　任意の構成要素が他の構成要素に「連結されて」いるか、「接続されて」いると言及さ
れたときには、他の構成要素に直接的に連結されているか、または接続されていることも
できるが、中間に他の構成要素が存在することもできると理解しなければならない。一方
、任意の構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いるか、「直接接続されて」いる
と言及されたときには、中間に他の構成要素が存在しないものと理解しなければならない
。
【００２１】
　本出願で使用された用語は、ただ特定の実施例を説明するために使用されたものであっ
て、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は、文脈上、明白に異なって意
味しない限り、複数の表現を含む。本出願で、「含む」または「有する」などの用語は、
明細書上に記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わ
せたものが存在することを指定しようとするものであって、１つまたはそれ以上の他の特
徴や数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在または付
加可能性をあらかじめ排除しないものと理解しなければならない。
【００２２】
　異なって定義しない限り、技術的や科学的な用語を含んでここで使用されるすべての用
語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者によって一般的に理解され
るものと同一の意味を有している。一般的に使用される事前に定義されているもののよう
な用語は、関連技術の文脈上有する意味と一致する意味を有するものと解釈しなければな
らないし、本出願で明白に定義しない限り、理想的または過度に形式的な意味として解釈
しない。
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例をさらに詳細に説明する。本発
明を説明するにあたって、全体的な理解を容易にするために、図面上の同一の構成要素に
対しては、同一の参照符号を使用し、同一の構成要素に対して重複説明を省略する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施例による動画生成方法を示す流れ図である。
【００２５】
　図１を参照すれば、動画生成装置は、前記動画生成装置で実行されるプログラムにより
生成された第１イメージ（ｉｍａｇｅ）、カメラにより生成された第２イメージ及びオー
ディオを基礎とするＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ－Ｉｎ－Ｐｉｃｔｕｒｅ）動画を生成するた
めの基準となる基準時点を決定することができ（Ｓ１００）、決定した基準時点を動画生
成装置に設けられたデータベースに格納することができる。
【００２６】
　ここで、動画生成装置は、デスクトップコンピュータ（Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ）、ラップトップコンピュータ（Ｌａｐｔｏｐ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、タブレット（
Ｔａｂｌｅｔ）パソコン、無線電話機（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｈｏｎｅ）、モバイルフォ
ン（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ）、スマートフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）、電子ブ
ックリーダーなどであることができる。
【００２７】
　また、動画生成装置で実行されるプログラムは、ゲーム、ウェブブラウザー（ｗｅｂ　
ｂｒｏｗｓｅｒ）及び各種アプリケーション（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）などを含み、動
画生成装置で実行されるプログラムにより生成された第１イメージは、ゲームの実行によ
ってディスプレイされるイメージ、ウェブブラウザーの実行によってディスプレイされる
イメージ及び各種アプリケーションの実行によってディスプレイされるイメージを意味す
ることができる。
【００２８】
　ここで、カメラは、動画生成装置と一体で構成されることができ、動画生成装置として
コンピュータを使用する場合、カメラは、コンピュータに設けられた画像カメラを意味す
ることができ、動画生成装置としてモバイル端末を使用する場合、カメラは、モバイル端
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末に設けられたカメラを意味することができる。一方、カメラは、動画生成装置と別途の
構成で存在することができ、この場合、カメラは、データを伝送することができるように
動画生成装置と有線または無線を通じて連結されることができる。カメラにより生成され
た第２イメージは、カメラにより撮影されたイメージを意味することができる。
【００２９】
　ここで、オーディオは、第１イメージを生成する動画生成装置により発生するオーディ
オを意味することができ、動画生成装置に設けられたマイクまたはカメラに設けられたマ
イクを通じて入力されたオーディオを意味することができる。
【００３０】
　ここで、ＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点は、個別的に獲得した第１イ
メージ、第２イメージ及びオーディオ間の同期を合わせるために基準となる時点を意味す
ることができる。
【００３１】
　ＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点を決定した後、動画生成装置は、第１
イメージを獲得する時点である第１作業時点、第２イメージを獲得する時点である第２作
業時点及びオーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定することができ（２００
）、決定した第１作業時点、第２作業時点及び第３作業時点を動画生成装置に設けられた
データベースに格納することができる。
【００３２】
　本発明の一実施例による動画生成方法において、第１イメージを獲得するための作業、
第２イメージを獲得するための作業及びオーディオを獲得するための作業は、個別的に行
われるので、個別的に獲得した第１イメージ、第２イメージ及びオーディオ間の同期を合
わせるためにそれぞれの作業ごとに基準となる時点を定義する必要がある。
【００３３】
　これにより、動画生成装置は、第１イメージを獲得する作業の基準となる時点を第１作
業時点として決定することができ、第２イメージを獲得する作業の基準となる時点を第２
作業時点として決定することができ、オーディオを獲得する作業の基準となる時点を第３
作業時点として決定することができる。
【００３４】
　この際、動画生成装置は、第１作業時点、第２作業時点及び第３作業時点を作業の特性
によって互いに異なるように決定することができる。例えば、第１イメージと第２イメー
ジが生成される時点が異なる場合、動画生成装置は、第１イメージを獲得する作業の基準
となる第１作業時点と第２イメージを獲得する作業の基準となる第２作業時点を互いに異
なるように決定することができる。
【００３５】
　第１作業時点、第２作業時点及び第３作業時点を決定した後、動画生成装置は、第１作
業時点で第１イメージを獲得することができ、第２作業時点で第２イメージを獲得するこ
とができ、第３作業時点でオーディオを獲得することができ（Ｓ３００）、獲得した第１
イメージ、第２イメージ及びオーディオを動画生成装置に設けられたデータベースに格納
することができる。この際、動画生成装置は、第１イメージを獲得するための作業、第２
イメージを獲得するための作業及びオーディオを獲得するための作業を並列的に行うこと
ができる。
【００３６】
　段階Ｓ３００は、段階Ｓ３１０、段階Ｓ３１１、段階Ｓ３１２及び段階Ｓ３１３を含む
ことができ、段階Ｓ３１１、段階Ｓ３１２及び段階Ｓ３１３のみを含むこともできる。段
階Ｓ３００について図２を参照して詳細に説明する。
【００３７】
　図２は、図１のデータ獲得段階を示す流れ図である。
【００３８】
　図２を参照すれば、動画生成装置は、第１イメージを獲得するための対象であるプログ
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ラム（例えば、ゲームプログラムなど）が動画生成装置で実行されるか否かを監視するこ
とができる（Ｓ３１０）。動画生成装置は、あらかじめ設置されたフッキング（ｈｏｏｋ
ｉｎｇ）モジュールを使用してプログラムが動画生成装置で実行されるかを監視すること
ができる。
【００３９】
　例えば、第１イメージを獲得するための対象であるプログラムがゲームプログラムであ
る場合、動画生成装置は、現在実行されているプログラムがゲームライブラリ（ｌｉｂｒ
ａｒｙ）を使用しているか否かを判断することができる。この際、動画生成装置は、現在
実行されているプログラムがゲームライブラリを使用している場合、当該プログラムをゲ
ームプログラムとして判断することができ、現在実行されているプログラムがゲームライ
ブラリを使用しない場合、当該プログラムをゲームプログラムではない一般プログラムと
して判断することができる。
【００４０】
　本発明の一実施例において前述した段階Ｓ３１０は、省略されることができる。
【００４１】
　動画生成装置は、プログラムプラットフォーム（ｐｌａｔｆｏｒｍ）のバッファー（ｂ
ｕｆｆｅｒ）に位置するイメージを更新する更新関数の開始地点を検出することができる
（Ｓ３１１）。
【００４２】
　ここで、更新関数というのは、プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイ
メージを新しいイメージに更新する役目を行う関数であって、更新関数をフッキングする
場合、プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージを獲得することがで
きる。
【００４３】
　したがって、プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイメージを獲得する
ために、まず、動画生成装置は、イメージを更新する更新関数の開始地点を検出すること
ができ、検出した更新関数の開始地点を動画生成装置に設けられたデータベースに格納す
ることができる。
【００４４】
　更新関数の開始地点を検出した場合、動画生成装置は、プログラムプラットフォームの
バッファーに位置するイメージをフッキングするためのフッキングコードを更新関数の開
始地点に注入することができ（Ｓ３１２）、フッキングコードによりフッキングされたイ
メージ（すなわち、第１イメージ）を獲得することができる（Ｓ３１３）。
【００４５】
　以下、段階Ｓ３１２、段階Ｓ３１３について図５を参照して詳細に説明する。
【００４６】
　図５は、イメージをフッキングする方法を示す概念図である。
【００４７】
　図５を参照すれば、一般的に更新関数は、プログラムプラットフォームバッファー２０
に位置するイメージを新しいイメージを更新し、更新したイメージをディスプレイプラッ
トフォームバッファー３０に提供する。本発明の一実施例によってフッキングコードを更
新関数の開始地点に注入した場合、フッキングコードが注入された更新関数は、更新した
イメージをディスプレイプラットフォームバッファー３０に提供するものではなく、動画
生成装置１０に先に提供することができ、動画生成装置１０は、前述したフッキングコー
ドが注入された更新関数の動作によりプログラムプラットフォームバッファー２０に位置
するイメージを獲得することができる。
【００４８】
　例えば、プログラムプラットフォームバッファー２０がゲームプログラムプラットフォ
ームバッファーである場合、ウィンドウ運営体制でＤｉｒｅｃｔＸ／ＯｐｅｎＧＬなどの
ゲームプログラムプラットフォームを提供するので、動画生成装置は、フッキングを通じ
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てゲームプログラムプラットフォームバッファーに位置するイメージを獲得することがで
きる。
【００４９】
　プログラムプラットフォームバッファー２０に位置するイメージを獲得した後、動画生
成装置１０は、フッキングコードが注入された更新関数の開始地点を復元することができ
る。すなわち、動画生成装置１０は、注入されたフッキングコードを除去し、フッキング
コードが注入された更新関数の開始地点を復元することができ、開始地点が復元された更
新関数は、プログラムプラットフォームバッファー２０に位置するイメージをディスプレ
イプラットフォームバッファー３０に提供することができる。
【００５０】
　復元された更新関数によってプログラムプラットフォームバッファー２０に位置するイ
メージがディスプレイプラットフォームバッファー３０に提供された後、動画生成装置は
、追加的に獲得するイメージが存在するか否かを判断することができ、追加的に獲得する
イメージが存在する場合、前述した段階Ｓ３１１、段階Ｓ３１２及び段階Ｓ３１３をさら
に行うことができ、追加的に獲得するイメージが存在しない場合、段階Ｓ３００を終了す
ることができる。
【００５１】
　前述したように、動画生成装置は、ディスプレイプラットフォームバッファー３０に位
置するイメージ（すなわち画面上にディスプレイされたイメージ）を獲得するものではな
く、プログラムプラットフォームバッファー２０に位置するイメージを獲得することがで
きるので、イメージを迅速に獲得することができ、その結果、ＰＩＰ動画を迅速に生成す
ることができる。
【００５２】
　カメラにより生成された第２イメージを獲得するために、動画生成装置は、運営体制で
提供するカメラ関連ＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を使用して第２イメージを獲得することができる（Ｓ３００）。例えば、運営体制
としてウィンドウを使用する場合、動画生成装置は、「ＤｉｒｅｃｔＳｈｏｗ」、「Ｖｉ
ｄｅｏ　Ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓ(登録商標)」などを使用してカメラにより生成された第
２イメージを獲得することができる。
【００５３】
　前述した方法を通じて第１イメージ及び第２イメージを獲得した後、動画生成装置は、
獲得した第１イメージ及び第２イメージに対して正規化（ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ）
、スレッショルド（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）などのようなイメージ処理を行うことができる
。
【００５４】
　オーディオを獲得するために、動画生成装置は、運営体制で提供するオーディオ録音関
連ＡＰＩを使用してオーディオを獲得することができる（Ｓ３００）。例えば、運営体制
としてウィンドウを使用する場合、「ＭＣＩ（Ｍｅｄｉａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）」、「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｈｏｗ」、「ＷＡＳＡＰＩ（Ｗｉｎｄｏｗ　Ａｕｄｉ
ｏ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　ＡＰＩ）」などを使用してオーディオを獲得することができる。
【００５５】
　第１イメージ、第２イメージ及びオーディオを獲得した後、動画生成装置は、基準時点
と第１作業時点とを比較した結果、基準時点と第２作業時点とを比較した結果及び基準時
点と第３作業時点とを比較した結果によって、第１イメージ、第２イメージ及びオーディ
オを合成し、ＰＩＰ動画を生成することができる（Ｓ４００）。
【００５６】
　まず、動画生成装置は、第１作業時点と基準時点との差、第２作業時点と基準時点との
差及び第３作業時点と基準時点との差を算出することができる（Ｓ４１０）。
【００５７】
　それぞれの作業時点と基準時点との差を算出した後、動画生成装置は、それぞれの作業
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時点と基準時点との差と、ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔とを比較することがで
きる。ここで、フレーム間の間隔は、１つのフレームが占める時間を意味し、例えば、１
０ＦＰＳ（Ｆｒａｍｅ　Ｐｅｒ　Ｓｅｃｏｎｄ）ＰＩＰ動画である場合、１つのフレーム
が占める時間は、１００ｍｓである。
【００５８】
　それぞれの作業時点と基準時点との差と、ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔とを
比較した結果、それぞれの作業時点と基準時点との差がＰＩＰ動画を構成するフレーム間
の間隔以下である場合、動画生成装置は、第１イメージ、第２イメージ及びオーディオを
合成し、ＰＩＰ動画を構成する１つのフレームを生成することができる（Ｓ４２０）。
【００５９】
　もし、それぞれの作業時点と基準時点との差がＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔よ
り大きい場合、動画生成装置は、当該データ（第１イメージ、第２イメージ、オーディオ
）を次のフレームを生成するために使用することができる。例えば、「第１作業時点と基
準時点との差≦ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔」、「第２作業時点と基準時点と
の差＞ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔」、「第３作業時点と基準時点との差≦Ｐ
ＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔」である場合、動画生成装置は、第１イメージとオ
ーディオを合成し、現在フレームを生成することができ、第２イメージは、次のフレーム
を生成するために使用することができる。また、上記のような場合、動画生成装置は、第
１イメージ、オーディオ及び以前フレームを生成するのに使用した第２イメージを合成し
、現在フレームを生成することができる。
【００６０】
　第１イメージ、第２イメージ及びオーディオを合成し、ＰＩＰ動画を構成するフレーム
を生成する場合、動画生成装置は、第１イメージと第２イメージを先に合成し、第１イメ
ージと第２イメージが合成されたイメージにオーディオを合成することができる。
【００６１】
　第１イメージと第２イメージを合成する場合、動画生成装置は、第１イメージと第２イ
メージの解像度を変更することができ、第１イメージ上に位置する第２イメージの位置を
変更することができ、第２イメージ上に位置する第１イメージの位置を変更することがで
き、第１イメージと第２イメージの透明度を調節することができる。
【００６２】
　また、動画生成装置は、１つの第１イメージと複数の第２イメージを合成することがで
きる。すなわち、１つの端末により生成された１つの第１イメージと複数のカメラにより
生成された複数の第２イメージを合成し、ＰＩＰ動画を構成する１つのフレームを生成す
ることができる。
【００６３】
　前述した方法を通じてＰＩＰ動画を生成することができ、生成されたＰＩＰ動画は、デ
ィスプレイ装置（例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、
ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）など）に表示されることができる
。
【００６４】
　図３は、本発明の他の実施例による動画生成方法を示す流れ図である。
【００６５】
　図３を参照すれば、動画生成装置で行われる動画生成方法は、端末で実行されるプログ
ラムにより生成された第１イメージ、カメラにより生成された第２イメージ及びオーディ
オを基礎とするＰＩＰ動画を生成するための基準となる基準時点を決定する段階（Ｓ１０
０）、第１イメージを獲得する時点である第１作業時点、第２イメージを獲得する時点で
ある第２作業時点及びオーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定する段階（Ｓ
２００）、それぞれの作業時点で第１イメージ、第２イメージ及びオーディオを獲得する
段階（Ｓ３００）及び基準時点とそれぞれの作業時点とを比較した結果によって、第１イ
メージ、第２イメージ及びオーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成する段階（Ｓ４００）
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を含むことができる。
【００６６】
　ここで、動画生成装置と端末は、互いに異なる構成であり、端末は、タブレットパソコ
ン、スマートフォンのようなモバイル端末であることができる。
【００６７】
　このように、動画生成装置と端末が別途の構成で存在する場合、動画生成装置と端末は
、有線または無線を通じてネットワークを形成することができ、無線を通じてネットワー
クを形成する場合、２Ｇ移動通信網（ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）など）、３Ｇ移動通信網（ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａ
ｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤＭＡ２０
００など）、４Ｇ移動通信網（ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）－ａ
ｄｖａｎｃｅｄなど）、ＷｉＦｉなどを使用してネットワークを形成することができる。
【００６８】
　ここで、段階Ｓ１００、段階Ｓ２００及び段階Ｓ４００で行われる方法は、図１を参照
して説明した段階Ｓ１００、段階Ｓ２００及び段階Ｓ４００で行われる方法と同一である
。
【００６９】
　それぞれの作業時点で第１イメージ、第２イメージ及びオーディオを獲得する場合、動
画生成装置は、端末に第１イメージの伝送を要請することができ（Ｓ３２０）、第１イメ
ージの伝送要請を受けた端末は、画面にディスプレイされるイメージをキャプチャー（ｃ
ａｐｔｕｒｅ）することができる。この際、端末は、一般的なキャプチャー関数を使用し
て画面にディスプレイされるイメージをキャプチャーすることができる。
【００７０】
　画面にディスプレイされるイメージをキャプチャーした後、端末は、キャプチャーされ
たイメージを端末に設けられたバッファーに格納することができ、バッファーに格納され
たイメージを動画生成装置に提供することができる。この際、端末は、画面にディスプレ
イされるイメージのみを動画生成装置に提供することができ、画面にディスプレイされる
イメージとともに端末のベゼル（ｂｅｚｅｌ）を動画生成装置に提供（図７（ｃ）参照）
できる。
【００７１】
　動画生成装置は、イメージ伝送要請に従って端末が提供する第１イメージを獲得するこ
とができる（Ｓ３２１）。第１イメージを獲得した後、動画生成装置は、追加的に獲得す
る第１イメージが存在するか否かを判断することができ、追加的に獲得する第１イメージ
が存在する場合、前述した段階Ｓ３２０及び段階Ｓ３２１をさらに行うことができ、追加
的に獲得するイメージが存在しない場合、段階Ｓ３００を終了することができる。
【００７２】
　図４は、本発明の一実施例による動画生成装置を示すブロック図である。
【００７３】
　図４を参照すれば、動画生成装置１０は、決定部１１、第１獲得部１２、第２獲得部１
３、第３獲得部１４及び生成部１５を含むことができる。
【００７４】
　決定部１１は、動画生成装置で実行されるプログラムにより生成された第１イメージ、
カメラにより生成された第２イメージ及びオーディオを基礎とするＰＩＰ動画を生成する
ための基準となる基準時点を決定することができる。ここで、決定部１１が行う機能は、
段階Ｓ１００で説明した内容と同一である。
【００７５】
　第１獲得部１２は、第１イメージを獲得する時点である第１作業時点を決定することが
でき、第１作業時点で第１イメージを獲得することができる。
【００７６】
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　具体的に、第１獲得部１２は、プログラムが動画生成装置で実行されるか否かを監視し
、プログラムが実行される場合、プログラムプラットフォームのバッファーに位置するイ
メージを更新する更新関数の開始地点を検出し、プログラムプラットフォームのバッファ
ーに位置するイメージをフッキングするためのフッキングコードを更新関数の開始地点に
注入し、フッキングコードによりフッキングされたイメージ（すなわち、第１イメージ）
を獲得することができる。ここで、第１獲得部１２が行う機能は、図１、図２に示された
段階Ｓ２００、段階Ｓ３００で説明した内容と同一である。
【００７７】
　第２獲得部１３は、第２イメージを獲得する時点である第２作業時点を決定することが
でき、第２作業時点で前記第２イメージを獲得することができる。ここで、第２獲得部１
３が行う機能は、図１に示された段階Ｓ２００、段階Ｓ３００で説明した内容と同一であ
る。
【００７８】
　第３獲得部１４は、オーディオを獲得する時点である第３作業時点を決定することがで
き、第３作業時点でオーディオを獲得することができる。ここで、第３獲得部１４が行う
機能は、図１に示された段階Ｓ２００、段階Ｓ３００で説明した内容と同一である。
【００７９】
　生成部１５は、基準時点とそれぞれの作業時点とを比較した結果によって、第１イメー
ジ、第２イメージ及びオーディオを合成し、ＰＩＰ動画を生成することができる。
【００８０】
　具体的に、生成部１５は、それぞれの作業時点と基準時点との差を算出し、算出した差
が前記ＰＩＰ動画を構成するフレーム間の間隔より小さいか、同一である場合、第１イメ
ージ、第２イメージ及びオーディオを合成し、ＰＩＰ動画を構成する１つのフレームを生
成することができる。ここで、生成部１５が行う機能は、図１に示された段階Ｓ４００で
説明した内容と同一である。
【００８１】
　決定部１１、第１獲得部１２、第２獲得部１３、第３獲得部１４及び生成部１５が行う
機能は、実質的にプロセッサ（例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）及び／またはＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）など）で行われることができ、図１、図２、図３に示された各段階は、前記プロセッサ
で行われることができる。
【００８２】
　また、決定部１１、第１獲得部１２、第２獲得部１３、第３獲得部１４及び生成部１５
は、１つの単一形態、１つの物理的な装置または１つのモジュールで具現されることがで
きる。これに加えて、決定部１１、第１獲得部１２、第２獲得部１３、第３獲得部１４及
び生成部１５は、それぞれ１つの物理的な装置または集団ではなく、複数の物理的装置ま
たは集団で具現されることができる。
【００８３】
　また、動画生成装置１０は、イメージが格納されるバッファーを含むことができる。
【００８４】
　図６は、本発明の一実施例によって生成されたＰＩＰ動画の例を示す概念図である。
【００８５】
　図６を参照すれば、図６（ａ）は、ゲームプログラムにより生成された第１イメージ５
１及びカメラにより生成された第２イメージ５２を基盤で生成したＰＩＰ動画５０を示す
もので、第１イメージ５１内に１つの第２イメージ５２が含まれている。
【００８６】
　図６（ｂ）は、ゲームプログラムにより生成された第１イメージ５１及び２つのカメラ
によりそれぞれ生成された２つの第２イメージ５２を基盤で生成したＰＩＰ動画５０を示
すもので、第１イメージ５１内に２つの第２イメージ５２が含まれている。
【００８７】
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　図７は、本発明の一実施例によって生成されたＰＩＰ動画の他の例を示す概念図である
。
【００８８】
　図７を参照すれば、図７（ａ）は、モバイル端末により生成された第１イメージ５１及
びカメラにより生成された第２イメージ５２を基盤で生成したＰＩＰ動画５０を示すもの
であって、第１イメージ５１内に１つの第２イメージ５２が含まれている。
【００８９】
　図７（ｂ）は、モバイル端末によって生成された第１イメージ５１及び２つのカメラに
よりそれぞれ生成された２つの第２イメージ５２を基盤で生成したＰＩＰ動画５０を示す
ものであって、第１イメージ５１の外部に２つの第２イメージ５２が位置している。
【００９０】
　図７（ｃ）は、モバイル端末によって生成された第１イメージ５１及び２つのカメラに
よりそれぞれ生成された２つの第２イメージ５２を基盤で生成したＰＩＰ動画５０を示す
ものであって、第１イメージ５１の外部に２つの第２イメージ５２が位置しており、第１
イメージ５１は、モバイル端末の画面にディスプレイされるイメージだけでなく、モバイ
ル端末のベゼルをも含んでいる。
【００９１】
　以上、実施例を参照して説明したが、当該技術分野の熟練された当業者は、下記の特許
請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域を逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正
及び変更させることができることを理解することができる。
【符号の説明】
【００９２】
１０　動画生成装置
１１　決定部
１２　第１獲得部
１３　第２獲得部
１４　第３獲得部
１５　生成部
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